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社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会 

第１３回社会資本メンテナンス戦略小委員会（第２期第４回） 

 

平成２６年９月１７日 

 

【事務局 山内公共事業企画調整課長】 定刻となりました。ただ今より、第１３回社会

資本メンテナンス戦略小委員会、第２期の第４回目にあたりますが、これを開催いたしま

す。本日の進行を務めさせていただきます、国土交通省総合政策局公共事業企画調整課長

の山内でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。座らせていただきます。 

 本日は冒頭、カメラ撮りがございますので、冒頭、カメラ撮りを希望された報道関係者

の方々はご撮影をください。 

 本日の委員会の出席状況についてでございますが、黒田委員が任期満了により退任され

ました。専門委員を除く、議決権を有する委員は計１６名となってございます。この１６

名のうち、ただ今７名の方がご出席されておりまして、滝沢委員におかれましてはご到着

が遅れております。 

 本日の委員会に関しましては、ご到着が遅れております滝沢委員を含めましても議決権

を有する委員の過半数に達しておりません。社会資本整備審議会令第９条第３項及び交通

審議会令第８条第３項に基づく定足数を満たしておりませんので、今回の委員会は懇談会

としての開催となることを事前にご報告をさせていただきます。 

 本日の参加者のご紹介につきましては、お手元の配席表にて代えさせていただきます。 

 それでは、開催にあたりまして技監より一言ご挨拶を申し上げます。 

【徳山技監】 大変お世話になっております。委員の先生方におかれましては、お忙しい

中をご参集いただきまして誠にありがとうございます。 

 本格的なメンテナンスの時代が来るということはもう何十年も前から言われていたこと

でございますけれども、実際に枠組みを作り動かすとなりますと、やはりそのときになっ

てこなければ、例えば前回ご提言いただきました資格制度につきましても、やはりそうい

う資格を取ろうという業界の方、あるいはそういった方々の気持ちも産業が立ち上がる中

でしか生まれてこないわけでございまして、勢いこの委員会、本当に毎回毎回、大変急い

でのご結論をいただくと、こういう会になっておりまして、大変お世話になっております。 

 前回、８月５日、メンテナンス小委員会でご審議いただきました、点検・診断に関する

資格制度、これにつきましては、８月１８日に開催されました技術部会の審議を経て、８

月２２日に緊急提言という形で公表をさせていただきました。このような形で、１つ１つ

大急ぎで詰めさせていただきたいと思います。 

 本日は前回に続きまして地方公共団体等への支援方策ということでご審議をいただきた

いと思います。まさにこれから、国、地方、民間など、総力を挙げてメンテナンスの体制
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を作っていくことになります。特に技術者等にも非常に限界があります地方の自治体、こ

れに対して国はいろいろな枠組みで、あるいは高度な判断を要する部分で応援をすること

になりますし、民間の方からも技術力の点で大変なお助けをいただかなければなりません。

こういう持続可能な地方公共団体における維持管理体制ということにつきましてご意見を

賜りたいと思います。 

 先ほど事務方からは、今日は委員会じゃなくて懇談会だという、何か非常に役人的なお

話も、規則はそうなんだようでありますけれども、いただきました。議決ということには

至らないのかもしれませんが、ぜひ貴重なご意見賜りまして、有意義な会にしていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局 山内公共事業企画調整課長】 さて、議事に入ります前に、当委員会の会議及

び議事録の公開についての確認をさせていただきます。本日の議事は維持管理を円滑に行

うための体制、地方公共団体等の支援方策についてでございます。議事につきましては、

審議会運営規則に基づき公開することといたしますので、ご承知おきくださいますようお

願いを申し上げます。 

 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきたいと思いますので、報道関係の方々は

ご着席をお願いいたします。 

 それでは、まずお手元に配布しております資料のご確認をお願いをいたします。議事次

第。それから委員名簿。それから配席表。それと資料の１、ホッチキス留め。以上でござ

います。資料に不備がございましたら事務局にお申し付けをください。 

 それでは、議事に移らせていただきます。家田委員長に議事の進行をお願いをいたしま

す。 

【家田委員長】 皆さん、お集まりいただきましてありがとうございます。今日は懇談会

でございますので、十分懇談していただけるようお願いしたいと思います。 

 率直に言って、今日はこれを決めなきゃいけないという議事の議決を積極的に要するも

のではないので、むしろどんどんいろんな意見をたくさん言っていただくのにいい機会だ、

そういうふうに思っております。 

 メンテナンスにつきましては、ステージ１といいますか、前の段階のときに幾つかの重

要課題が提出されているわけでありまして、先ほど技監もおっしゃった技術の資格制度な

んていうのもその１つだったんですが、１つずつこなしていくと、そういう中で言うと、

今回の比較的に心配の多い地方自治体のメンテナンスの体制、人づくりじゃなくて体制、

これをがちっとしたものにして適切にメンテナンスをやっていくためにどういう仕組みが

いいのかなというところが今日のポイントでありまして、それを事務局で練っていただい

たものがございますので、まずそのご説明をいただいて、それから質疑の時間を取らせて

いただこうと思います。 

 それでは、早速ご説明をお願いいたします。 

【事務局 田中交流連携事業調整官】 総合政策局公共事業企画調整課の田中でございま
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す。それでは、資料１についてご説明させていただきます。 

 資料１、１ページおめくりください。最初、目次を掲載しております。１から５までご

ざいます。最初、１．の方で前回までのおさらいということで、これまでの課題と現在ど

ういう取り組みを行っているか、それから前回いただいたご意見というのをご紹介させて

いただきました後に、２から５でこれから取るべき方策、方向性というのをご議論いただ

ければと思っております。 

 ２から５のうち、とくに４．維持管理体制の整備につきましては、方向性だけではなく

て、事務局としては今後こういうふうに具体的に取り組みたいという具体的な取り組みの

方向性も示しておりますので、本日は特に４．に重点的にご意見をいただければというふ

うに考えております。 

 それでは、１．の方に入っていただきます。１．維持管理に関する課題と現在の取り組

み、及び小委員会においてこれまでいただいた意見をご紹介します。 

 ３ページからご説明します。まずはこれまでのおさらになりますけれども、まず維持管

理に関する課題といたしまして、高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、

下水道、港湾等につきまして、今後２０年で建設後５０年以上経過する施設の割合が加速

度的に高くなるということがございます。 

 次に、４ページでございますけれども、その一方、技術者数というのが不足しておりま

す。特に維持管理・更新業務を担当する職員が５人以下である市町村が多いということで、

下の方で事例として道路と下水道の表を掲載しておりますけれども、都道府県よりは市、

市よりは町、町よりは村の方でやはり特に技術系の担当職員が少ないというふうなデータ

が出ております 

 続きまして、５ページですけれども、一方、実際にものを管理しているというのはやは

り市町村が管理している割合が大きいというのはこちらのグラフでございまして、道路、

下水道、公営住宅、公園につきまして管理者別で示したものでございます。特に濃い赤の

部分、市区町村が管理している施設というのは非常に多くなってございます。 

 続きまして、６ページですけれども、こういう状況に対しまして維持管理いろんな取り

組みをしております。法令・マニュアルの整備による点検頻度の明確化ということで、こ

の二、三年、各分野、点検マニュアル改訂等による点検内容の明確化が進んでおります。

一部の施設では点検頻度を明確にし、管理者へ義務づけたものもございます。また、今後、

基準等を整備して明確にしていくという予定の施設もございます。 

 下の方に、橋梁・トンネル、河川管理施設、港湾施設、下水道の例を掲載しております

けれども、それぞれの施設につきまして点検の頻度等が明確になって、昨年あるいは今年

から適用が開始されております。 

 次のページ、７ページでございますけれども、一方、国土交通省といたしましても、地

方公共団体の維持管理に関する支援の取り組みを行っております。地方公共団体等が各施

設の予防保全的管理を推進できるよう、財政的支援や技術的支援を実施しております。 
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 財政的支援といたしましては、防災・安全交付金という制度を用いまして平成２６年か

ら約１．１兆円の金額で長寿命化の計画の策定費ですとか、その計画に基づきます長寿命

化対策の修繕、更新といったものを支援しております。 

 また、技術的支援といたしましては、点検・診断・補修に係る技術的な指針、ガイドラ

イン等を策定、あるいは点検・診断やメンテナンス、長寿命化に関する技術開発を進めて

おります。また、技術系の職員に対する研修等の人材育成も実施しておりまして、さらに

国土技術政策総合研究所ですとか土木研究所等によります損傷発生時の技術的助言も行っ

ております。 

 次の８ページでは、そういうふうな研修に関する充実・強化の取り組みをご紹介いたし

ます。こちらの方は今年度から研修の充実・強化に取り組んでおりまして、確実な維持管

理が行われるよう、従来の取り組みに加えまして、実務的な点検の適切な実施・評価に資

する研修体制を充実・強化しております。特に技術者不足が指摘されている地方公共団体

等への技術的支援の一環として、今年度から研修への地方公共団体等の職員の参加を呼び

かけております。 

 次のページ、９ページでは、道路に関する取り組みの紹介をしております。道路につき

ましては、今年の４月に社会資本整備審議会道路分科会で提言が出ておりまして、それを

受けまして道路メンテナンス会議というものを全ての都道府県で設置しております。こち

らの方、関係機関の連携による検討体制を整えて、課題の状況を継続的に把握・共有し、

効果的な老朽化対策の推進を図るということを目的としておりまして、現在、全都道府県

で道路メンテナンス会議というものが設置済みでございます。 

 この体制につきましては左の方に書で書いていますけれども、地方整備局（直轄事務所）、

都道府県、市町村、高速道路会社、道路公社をメンバーといたしまして、研修・基準類の

説明会の調整ですとか、点検・修繕において、優先順位等の考えに該当する路線の選定・

確認、あるいは点検・措置状況の集約・評価・公表ですとか点検業務の発注支援（地域の

一括発注等）、さらに技術的な相談対応といったことをこの会議の方でやっていくこととし

ております。 

 １０ページですけれども、前回までの小委員会でいただいたご意見をもとに、事務局の

方で３つの方向性というのを整理させていただいております。１つ目、１）が施設の優先

順位に関するものということでございます。これにつきましては、これまでの委員会でメ

ンテナンスの実施には優先順位を付けて実施すべきではないかというご意見をいただいて

おります。 

 ２つ目の切り口が手法の合理化に関するものということで、これにつきましてはこれま

での委員会で、データベースの共通化を図るべきではないか、あるいは発注手続等、維持

管理に係るシステムの標準化等が必要、地公体に柔軟な発注方式の活用ができるようにす

る必要があるといったようなご意見をいただいております。 

 ３）といたしまして、体制の整備に関するものということで、委員会の方ではメンテナ
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ンスの初期段階の支援とメンテナンスサイクルが進んでからの支援体制は異なるのではな

いかというご意見をいただいております。 

 この後、１）から３）と、もう１つは民間分野の役割というものにつきまして方向性を

提示いたします。今、このページ、特に３）体制の整備に関するものにつきまして、本日、

小委員会で集中的にご議論いただければというふうに思っております。 

 続きまして、方向性の１つ目、維持管理すべき施設の優先順位付けに関する方向性でご

ざいます。 

 １２ページの方では、まず現在、優先順位に関してどのような取り組みを各分野で行っ

ているかということについてご紹介いたします。１２ページの左側では公園の事例でござ

います。公園では、公園施設長寿命化計画策定指針という各公園での計画策定ガイドライ

ンがございまして、そちらの方で健全度、緊急度等を考慮した対策の優先順位付けの方法

を示しております。下の方には矢印の書いたフローがございますけれども、健全度調査を

実施しまして、その結果、健全度の判定、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを行うと。その後、緊急度を判

定するんですけれども、そのときに考慮すべき事項といたしまして、その公園の利用者数

ですとか、災害時の避難場所に指定されているかといったことを考慮して総合的に緊急度

を決めるというふうなガイドラインになっております。 

 続きまして、右の方、下水道の事例ですけれども、下水の方では同じように手引きが策

定しておりまして、こちらの方で下水道の管路の点検・調査を実施する優先順位の考え方

というのが記載されております。この中では、施設のリスクというのを評価して、それを

点検・調査の優先順位に反映させていくといった考え方が記されております。 

 次のページおめくりいただけますでしょうか。１３ページの下の方に、先ほどご紹介し

ましたが公園、下水道以外の道路、河川、砂防、各分野それぞれにおきましてどういうふ

うに点検をするかといった優先順位の考え方というのがそこに示されております。 

 このページの黄色のところで書いておりますけれども、各分野ごとに、維持管理計画策

定のためのガイドライン等におきまして、現在、点検結果や施設の重要度等を踏まえて対

策の優先順位付けを行う旨の記載が進められております。今後はこのようなガイドライン

等を踏まえまして、個別の施設計画策定時に具体的優先順位付けの検討を進めていくとい

うふうな方向性にしたいというふうに考えております。 

 次の切り口ですけれども、３．維持管理手法の合理化等に関する方向性を取り上げてお

ります。 

 資料１５ページをご覧ください。こちらの方もまず維持管理手法の合理化に関する現状

の取組事例を幾つかご紹介させていただきます。１５ページに記載しておりますのは各分

野で維持管理に関する基準化・マニュアル化がどのように進んでいるかというのを一覧に

したものでございます。 

 上から道路、河川と各分野のがありまして、この表の見方ですけれども、現在、基準化・

マニュアル化がどの段階まで進んでいるかということで、青の横棒が現状どこまでいって
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いるかというのを示しておりまして、検討が終了いたしまして最終的には④公表・周知ま

でいっているのというのは道路、河川といった各分野がございまして、まだ公表・周知に

至っていない、④が白のところも各分野とも平成２６年度中に基準化・マニュアル化を終

えるという予定にしております。 

 続きまして、１６ページですけれども、維持管理手法の合理化に関するもう１つの取り

組みといたしまして、情報基盤系の整備と活用の現状をご紹介いたします。現状のデータ

ベースの整備に取り組みにつきまして、例えば左の方では全国の道路橋データベースの整

備というのが進められております。こちらの方、橋梁につきまして、国土交通省及び地方

公共団体の施設を対象に、施設の諸元、施工条件、点検・診断及び修繕の履歴等を内容と

する共通のデータベースであります全国道路橋データベースというものを整備を進めてお

りまして、今後、定期点検が済みますと、その結果を蓄積するという予定になっておりま

す。 

 右の方は港湾施設の事例でございます。港湾施設につきましては、国有港湾施設を対象

に、施設の諸元ですとか点検・診断及び修繕・更新の履歴等を内容とするデータベースを

構築しておりまして、平成２５年度までに情報の蓄積を完了しております。また、平成２

６年度からは他の港湾管理者の施設を追加して、港湾管理者がデータベースの情報の蓄積

を完了できるよう、システムの充実や強化等の技術的支援を実施していくこととしており

ます。 

 １７ページには、道路と港湾以外の各分野でのデータベースの取り組みというのを先ほ

どと同じようにバーチャートで示しております。こちらの方を見ていただきますと、上の

方は既存データベースの改善を行っている分野につきましては、現在、④の運用段階まで

は来ておりまして、今後、⑤のデータの拡充・更新ということに移ってまいります。 

 各分野とも、現在、国固有のシステムで直轄データ等管理が進んでおるんですけれども、

地方の自治体のデータというのはまだこれからという分野が多数を占めております。ただ、

新規のデータベースにつきましては、現在、検討ですとかシステム構築、運用というのを

幾つかの分野で進めておりまして、今後、運用あるいはデータの拡充・更新といったステ

ージに移ってまいります。 

 続きまして、１８ページですけれども、今ご説明したのは各施設の分野別のデータベー

スなんですけれども、現在、それを統合するような統一的に扱うプラットフォームという

ものを構築を進めておりますので、そちらのご紹介をさせていただきます。こちら、社会

資本とその維持管理に係る情報を統一的に扱う基盤プラットフォームを現在構築中でござ

います。このプラットフォームによりまして、設計時、施工時、維持管理時、モニタリン

グ時など、それぞれの分野、それぞれの段階で整備・収集された、インフラに関するデー

タを一元的に扱うためのルールを策定いたしまして、最終的には膨大なセンサデータも収

集して、既存データと合わせて分析することで維持管理の効率化・高度化に資するという

ようなものを目指しております。 
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 もう１つのこのメンテ小委のテーマにございます見える化というのがございますけれど

も、インフラ施設状況の見える化というののポータルサイトにもしていきたいというふう

に考えております。 

 続きまして、次のページ、１９ページで維持管理手法の合理化に関する取り組みという

ことで、もう１つ、３つ目といたしまして入札契約方式の合理化の取り組みをご紹介いた

します。 

 こちら、地域維持型契約方式というのを平成２３年以降こういう制度がございます。こ

れにつきましては、地域を維持するというのが地方の中小建設企業なんですけれども、そ

ちらの担い手の確保が困難と、そういうことがあるということで、特に維持管理のお仕事

というのは１つ１つが小さいんですけれども、それを包括して発注することで、企業の方

が人員の配置ですとか建設機械の確保というのを経営リスクを小さくしようという取り組

みでございます。 

 左の方で年間を通じた工事量が平準化するように、例えば除雪と除草、維持補修を組み

合わせるですとか、道路と河川管理を組み合わせる、あるいは異なる工区を組み合わせる

といったような包括的な契約方式で、契約も複数年が可能となるといったような仕組みと

いうのを現在整えております。 

 ２０ページの方では、今ご説明いたしました①から③の取り組みの紹介を踏まえた方向

性の案というのをご提示させていただいております。２０ページ。維持管理手法の合理化

につきましては、例えば下記のような取り組みを進めていくということで３つ書かせてい

ただいております。 

 １つ目が基準類の整備ということで、新たな点検・診断手法の知見等につきまして、適

宜基準類への反映を行い維持管理手法の効率化・合理化を図りたいと考えております。２

つ目、データベースの整備ですけれども、現在、各分野でデータベースの整備が進められ

ておりますが、今後は地方公共団体も含めた情報の収集を図るということを考えておりま

す。３つ目、入札契約制度の改善につきまして、維持管理工事に係る入札契約の合理化に

ついては、地域維持型契約方式の導入など様々な取り組みが進められており、今後、その

活用状況の把握に努めるとともに、必要に応じ改善等の見直しを行うということで、３つ

の取り組みの方向性を書かせてていただいております。 

 続きまして、２１ページ。本日特にご議論いただきたい、維持管理体制の整備でござい

ます。こちらにつきましては、基本的な考え方と、今後、事務局としては具体的な取り組

みとして考えています（１）から（４）についてご紹介させていただきたいと思います。 

 最初に基本的な考え方ですけれども、検討の視点といたしまして、現状は先ほどまでご

説明いたしましたように、マニュアル等が整備されてまして、新たな維持管理体制という

のを実施するステージに来ております。一方、技術力・技術者不足といったような様々な

支援を実施をし始めているという状況でございます。 

 今後想定される課題といたしまして、老朽化施設が増大していく中で、現状の施設の管
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理体制だけでは不十分ではないかという認識を持っております。特に施設の老朽化が急激

に進行いたしまして、高度な技術を必要とするような大規模修繕の増加が見込まれるとい

う新たな局面に対しまして体制が未確立でございます。これは今後５０年を超える施設が

増えてくるということで、従来のような維持補修を超えるようなレベル、もう１回新しく

やりかえるといった、新しいような局面に出ているということでございます。 

 こういう課題に対しまして、検討の視点といたしまして、現行の支援等の充実により当

面の対応を図りつつ、中期的な視点からサステイナブルな維持管理体制の確立に向けて今

後取り組むべき対策を検討したいということで、この後、具体的な対策をご紹介いたしま

す。 

 続きまして、基本的な考え方を整理いたしました。今回整理いたしました基本的な考え

方は、維持修繕、維持管理の技術的なレベルということで３段階に分けて基本的な考え方

を整理しております。 

 １つ目は従来の部分修繕等のレベル、毎年普通に起こるような維持管理に対しての考え

方です。こういうレベルのものにつきましては、市町村は管理者自らの責任においてメン

テナンスを実施できる体制を計画的に構築していくということがまず必要であるというふ

うに考えております。そのためには、国土交通省といたしましては、市町村が継続的な維

持管理が進められるように以下の取り組みを行う必要があるということで、（１）、（２）、

２つの具体的な取り組みを提案させていただいております。 

 １つ目は市町村における維持管理実施体制づくりへの支援。（２）といたしまして、市町

村の連携による事務の共同処理体制構築に向けての支援。この（１）から最後の（４）ま

ではこの後、具体的にそれぞれご説明いたします。これがレベルの１、通常の維持補修の

レベルに対する支援でございます。 

 次に、もう少し技術的に難しいレベル、大規模な修繕と高度な技術が必要な場合に対す

る考え方ですけれども、こういうレベルのものにつきましては、国土交通省は施設の管理

者と支援者、これは国ですとか県ですとか、あるいは第三者といった支援者。施設の管理

者と支援者の役割・責任を整理して、以下の取り組みを行う必要があるということで、（３）

市町村の行う判断への支援というのを提案させていただきました。 

 最後のレベル、３．ですけれども、高度な技術が必要で、さらにその施設の社会的影響

も大きい場合につきまして、国土交通省は以下の取り組みを行う必要があるということで、

その場合は市町村等本来の管理者に代わって代行措置等で国によって維持管理をするとい

う支援が必要であるというふうに基本的考え方を整理させていただいております。 

 ２４ページですけれども、基本的な考え方のもう１つのプレイヤーといたしまして都道

府県も現在いろんな取り組みを行っております。多くの都道府県で設置されております建

設技術センターという組織がございます。こちらの建設技術センターでは、建設技術に関

する相談ですとか支援の役割を担っておりまして、また、都道府県というのは市町村を包

括する広域の地方公共団体として、市町村が広域的に連携して体制に取り組む際のサポー
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ト役が期待されます。そのために、今後、国は都道府県と連携して市町村支援に取り組む

ことが重要というふうに考え方を整理させていただいております。 

 下の黄色のところでは、兵庫県における市町村支援の例といたしまして、兵庫県では人

員・技術力の支援として、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターにおきまして、市

町の橋梁等の老朽化対策について、点検・評価のアドバイスですとか修繕計画の策定、修

繕・更新工事の積算・工事監理の受託、点検・調査データ等の蓄積・管理等の支援を実施

しております。また、技術力の支援としまして、ワンストップ相談窓口を設置しまして、

老朽化した社会インフラの修繕等に関する相談を受付といった支援を行っております。 

 次の２５ページ以降、先ほどの基本的考え方で整理いたしました具体的な新しい取り組

みの事務局の案をご紹介させていただいています。（１）ですけれども、市町村における維

持管理実施体制づくりへの支援ということで、こういうことをしてはどうかというふうに

考えております。まず、技術者登録・活用制度の構築ということで、施設管理者の体制が

充実されるよう、必要な技術・経験を有する者、ある程度有資格者等の評価・登録を行う

などの仕組みを構築する。市町村は自らの組織を充実させ、自らの責任のもと、この技術

者を活用して維持管理を推進すると。ただ、単独の市町村で体制構築が困難な場合は複数

市町村が共同して体制構築をすると。こういうふうな体制づくりについても予算的支援を

検討してはどうかというふうに考えております。 

 下に概念図がございます。左の方、ブルーですけれども、国土交通省の方では技術者名

簿というのを作成いたします。この技術者名簿を活用して、市町村が名簿に載っている技

術者を自らの管理体制の中で活用すると。単独の市町村で人を活用するのが困難であると

いう場合には複数市町村が共同で人を雇用等をするといったようなこと。それに対しまし

て、国等で何らかの財政的支援ができないかということを考えております。これが１つ目

の取り組みの案でございます。 

 ２つ目、２６ページでございます。（２）市町村の連携による事務の共同処理体制構築体

制に向けての支援ということで、まずインフラの維持管理の共同処理に関する考え方とい

うのを整理いたしました。複数の市町村が共同処理を行う際の範囲の考え方ですけれども、

共同処理する事務というのは以下のようなケースが想定されると、①から③までの範囲を

想定しています。 

 これにつきましては、下の方の黄色く塗っております維持管理のフローの方を参照して

いただきながらご説明いたします。維持管理は点検・診断をして判断して措置・対策をす

ると、一連のフローがあるんですけれども、①といたしまして、点検・診断の例えば発注

業務のみを共同処理とするという範囲があるのではないかと。もう少し拡大すると、点検・

診断業務の発注、監督、検査までを共同で処理するという考え方もあるのではないかと。

もう少し、さらに広げますと、点検・診断の発注、監督、検査と、さらに越えまして、そ

の後の補修ですね。措置・対策をする段階の補修工事等の発注、監督、検査まで含めて共

同処理をするというふうなケースが想定されると考えます。 



-10- 

 

 真ん中の判断のところは最終的にやはり共同処理には馴染まなくて、各々管理者でやる

のが適当ではないかということで、今回の範囲からは除外をしております。 

 ただ、こういう共同処理をする際の留意点があるのではないかということで、上の方に

括弧の２つ目でございますけれども、補修工事における共同処理の留意点といたしまして、

補修工事というのは点検とかとは違いまして、発注した後の工事を実際にするといったと

きに、新たに現場の状況等で判明する事実によりまして費用が変更になるということが

多々ございます。 

 このために、補修工事を共同処理する場合には、そういう費用変更が軽微なものと予想

されるのに留めるか、あるいは変更時の費用負担の考え方を事前に取り決めておくという

ことが望ましいと考えております。 

 ただ、共同処理に馴染まないような義務といたしまして、許認可ですとか監督処分等、

公権力の行使に関する事務ですとか、あるいは大規模な改良工事といったものは比較いた

しまして施設管理者への個別責任が強いということで、共同処理には馴染まないのではな

いかというふうに考えております。 

 このような基本的な考え方のもと、次のページ、２７ページですけれども、市町村の連

携による事務の共同処理体制構築に向けての支援ということで、１つ目の取り組みといた

しまして、共同処理の実施手引きの作成というので、市町村が連携するときのひな形にな

るような維持管理業務共同発注ガイドラインというようなものを作成・提示してはどうか

と。そのガイドラインの中で共同発注する事務する事務の範囲ですとか各市町村の費用と

いったものの標準的な考え方を示すということを想定しております。 

 あと、こういうふうな共同処理の体制を新たに構築するということの検討をするための

経費につきましても、何らかの財政的支援ができないかということを検討してはどうかと

いうことでございます。 

 参考といたしまして、２８ページに道路事業における地域一括発注の取り組みについて

のご紹介しております。２８ページの方では、市町村の人不足・技術力不足を補うために、

市町村が実施する点検・診断の発注事務を都道府県等が受委託と書いていますけど、受託

ですね。受託することで地域の一括発注というのを現在進めておりまして、群馬県、奈良

県、和歌山県、宮崎県では平成２５年度より地域一括発注を実施しております。 

 この場合は左側にイメージ図が書いていますけれども、市町村のニーズを踏まえまして、

地域単位での点検業務等を都道府県ですとか、先ほどご紹介しました都道府県の技術セン

ターといったところで受託して一括発注を行っています。 

 次の２９ページは前回の委員会でもご紹介いたしました、地方自治法における事務の共

同処理制度というのを前回の委員会の資料をもとにコンパクトにまとめてございます。地

方自治法におきましても、地方自治体同士は連携して事務を共同処理するというスキーム

が制度としてございます。 

 協議会、連携協約、事務の委託、事務の代替執行、一部事務組合といったような仕組み
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が地方自治法でも用意されておりまして、管理者の権限、責任が新しい組織に移行するス

チームと移行しないスキームという、いろんなスキームが地方自治法では用意をされてお

ります。 

 続きまして、３０ページでございます。３つ目の具体的な取り組みといたしまして、市

町村の行う判断への支援の仕組みでございます。こちらにつきまして、体系的な支援体制

（助言体制）の構築として、市町村自らの実施事項や助言を行う者との責任関係を示した

上で、助言対象施設の技術的難易度に応じた支援体制等の整備・充実を図るということを

提示させていただいております。 

 概念図ですけれども、左の方に市町村が点検・診断を実施して、判断の案を作成して、

実際の措置・対策をするという業務のフローがございます。恐らくそれぞれの段階で市町

村自らの手には負いかねるといった難しい案件が出てきたときに、例えば地方整備局に設

けました技術相談窓口でそういう相談を受けて、技術的難易度に応じまして、右の方で三

角形描きましたけれども、地方整備局等で相談を受け、あるいは技術的、さらに高度なも

のについては国総研等による対応をするといったもの。こういう技術的レベルに応じた対

応というのをシステマティックに図っていってはどうかということを考えております。 

 ３１ページですけれども、もう１つですけれども、新たな専門組織の検討ということで

は、そういう助言を行う仕組みにつきまして、整備局のみでは対応できないような状態で

すね。今後、市町村からの支援要請が増加いたしまして、支援する側の人員・体制が不足

するということも想定されます。そういう場合には、必要な技術・経験を有する者の活用

も図りながら点検・診断を実施するような新たな専門組織も検討する必要があると考えて

おります。 

 概念図といたしましては、国土交通省の方で点検・診断を実施する新たな専門組織を検

討いたしまして、右の方に移って点検・診断の技術者の専門組織を作ると。そちらの方が

実際市町村の方に行って点検・診断の支援をするといったもので、下の方では、イメージ

といたしまして、災害対応で現在、整備局がＴＥＣ－ＦＯＲＣＥという組織を作っており

ます。こちらの方は国の職員による組織なんですけれども、こういうものを別の専門組織

として作ることも検討してはどうかということでございます。 

 続きまして、３２ページ。４つ目の取り組みといたしまして、代行措置等による国によ

る支援でございます。技術的難易度が非常に高く、社会的影響が大きいという場合、一定

程度以上の施設につきましては、国の機関が責任を持って対処するような仕組みを一層活

用することが必要であると考えております。 

 道路分野におきましては、既に道路法を改正をしておりまして、道路管理者の権限の代

行というのが規定されております。法律の方、条文の方は長いですけれども、下線部の方

をピックアップしますと、どういうものを代行するかというと、都道府県又は市町村から

要請がありまして、工事の実施体制その他の地域の実情を勘案すると。さらに次の下線部

ですけれども、地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特
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に高いと認められるものに限るという条件がございます。次の下線部ですけど、高度な技

術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるもの

に限るという、こういう条件を付した上で国の方が修繕等を代行するという制度がござい

ます。 

 これは道路の事例でございますけれども、今後、他の施設分野におきましても、こうい

った修繕等の代行措置等を検討する必要があるのではないかということで整理させていた

だいております。 

 次の３３ページでは、今ご説明いたしました（１）から（４）の取り組みをこういうふ

うな関係になるかなというのを整理しております。左の三角形は下の方が技術的難易度が

低いもの、下の薄い黄色というのは毎年起こるような一般的な修繕のようなもの。だんだ

ん上に行くと技術的に難しいといったものになります。 

 一般的な修繕の内容につきましては、市町村自らの体制を構築して市町村自らが行える

ような体制構築のための支援を国が行うと。もう少し難しいものにつきましては、市町村

が判断なかなかしづらいというものにつきまして、その判断での助言等の支援というもの

があるのではないかと。さらに一番上につきましては、技術的に非常に高度で、かつ社会

的影響も大きいものにつきましては、国による代行措置というのを実施するというふうな

関係を示しております。 

 続きまして、３４ページですけれども、これまでの説明では主に国、市町村、県という

行政でのお話をしたんですけど、もう１つ民間分野での役割というのもあるだろうという

ことで、最後、５．といたしまして、民間分野の役割の方向性というのを１枚まとめさせ

ていただいております。 

 ３５ページをご覧ください。維持管理における民間分野の役割の方向性として、まず基

本的な考え方は、施設の安全性等に直結する維持管理は、その責任を負う施設管理者が行

うことが原則でございます。民間分野というのは維持管理に関わる一連の行為の一部の委

託で関与するということになります。 

 維持管理分野での民間の一層の活用で期待される効果といたしまして、ここで２つ挙げ

させていただいております。１つ目が維持管理の体制の一部の代替。維持管理のための市

町村の体制が十分整わないときに、民間がその補完的役割を果たすということが期待され

ます。もう１つは、維持管理における民間分野の技術力の導入ということで、民間の方で

開発されました新技術を導入することで維持管理の技術の向上、効率化が図られるという

ことが期待されております。 

 最後に、その方向性をまとめさせていただいておりますけれども、事業促進ＰＰＰ。こ

れは東北の震災後の事業量が膨大であるというところで、通常、これまで官がやっておっ

たような調査設計ですとか用地取得の段階にＰＰＰを活用しようというような仕組みでご

ざいますけれども、こういった事業促進ＰＰＰですとか、あるいは包括的な民間委託とい

ったものを幾つか現在試行的に取り組んでおりますので、そういった事例を踏まえまして、
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今後、課題等を含めて民間分野の活用の方向性というのを整理したいというふうに考えて

おります。 

 以上で資料１の方のご説明を終わらせていただきます。 

【家田委員長】 ご説明ありがとうございました。それでは、これから４時ちょっと前ぐ

らいまで議論の時間を取りたいと思います。 

 最初の目次のところを開けていただきますと、今のご説明していただいた順番になって

いますが、４番と５番のところが特に議論をお願いしたいところでありまして、１、２、

３のところ、復習とそれから方向性、これはだいたいこんなものかなというふうにできて

いるんですけれども。したがいまして、１、２、３までのパートと、それから４、５のパ

ート、２つに分けてご質問やご意見賜っていただくというふうにさせていただくようにし

たいと思います。 

 それでは、早速１、２、３まとめまして、どなたからでもご意見やご質問をいただきた

いと思いますが、いかがでございましょうか。ページで言うと２０ページまでのところで

とりあえずお願いいたします。 

 じゃあ、皆さんが質問するまでの間、些細なところで些細な質問をいたしますけれども、

本当に素朴なところなんですけどね。１５ページとか１７ページで素朴に質問で申し訳な

いんですけど、道路っていう分野と自動車道っていう分野があるんですよね。どっちのペ

ージも出てくるんですけども。これ、どこが違う、どういうことかちょっとこれはわから

なかった。 

 それから、もう１つだけ。これも実に質素な質問ですけれども、２０ページのところで、

ここは維持管理手法の合理化というようなトータルのタイトルになっているんだけど、そ

の中の表現で、維持管理手法の効率化・合理化を図るというふうな表現があるんだけど、

ここの合理化と効率化、どこが違うのか、そしてまたそれを全体を合理化という意味とい

うのはどういう意味合いにしてるのか。そこのところ、素朴なことで恐縮ですけど教えて

いただこうと思います。 

 ほかにご発言を。 

【矢吹委員】 矢吹です。１０ページの２）の手法の合理化に関するものというところで、

データベースについて述べられているんですけれども、従来の施設のデータベースではな

かなか維持管理の情報を全て入れるということは難しいんじゃないかなというふうに思い

ます。 

 それで、さらにそれを市町村に拡張していくとなると、用語の問題等々があるというふ

うに思います。ですから、１つは用語をどうするかということと、特に重要なのは幾何学

的な情報をどのようにして蓄えていくかということですね。形状、それから位置、それと

ものとものとの関係といった、そういった情報の中に、いろんな変状ですとかといったよ

うな情報をどのようにして情報として取り入れていくのかということを今後検討していく

必要があるのではないかというふうに思います。以上です。 
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【家田委員長】 続けて福岡先生お願いします。 

【福岡委員】 福岡です。私は質問というか考え方を教えてほしいんですが、前回の資格

をどうするかというときの議論と、それからその前までに出ていた維持管理についてどう

いうものを維持管理の対象にするのかということについてです。河川の場合、以前維持管

理の対象となるのは構造物、とりわけ人工に近い構造物で、ゲートとか堰とかそういった

ものをやるということになっていました。前回の８月５日の資格の議論のときには、河道

とか堤防というより複雑な維持管理の課題が入ってきたんですよね。 

 そうなってきたときに、ちょっと混乱があると思うんです。それは今回、体制とか地方

公共団体支援方策についての議論では、どの点を意識した議論になっているんでしょうか

というのが質問です。 

 すなわち、堤防とか河道までを考えるというと、いろいろ、もう少し議論をすべき点が

あるように思います。 

【家田委員長】 中込さん、どうぞ。 

【中込委員】 中込ですけれども、田舎の地方自治体の長として、今の１、２、３の中で、

現実に維持管理に関する課題という中で、技術者が不足だとか施設の老朽化というのは当

然ですが、地方自治の、あるいは国民、あるいは市民の意識は課題ではないかというのが

うんと感じるんですね。 

 というのは、戦後、我々は作ることに一生懸命で、ずっと作ってきて、戦後６９年間。

だから、市民も作ることには全て賛成であるんですね。でありますが、今後これを持続可

能あるいは強靱化していく維持管理というときに、この辺の根底の市民にどのように、あ

るいは国民にどのように言っておくかという、そういうのがかなりいろんな面で、私は市

町にならせていただいて３年半経つんですけれども、市民とともにこれをやっていくとい

うことにいろんな制度とかこれからやっていくんですが、そこが大きな課題なのかなとい

うふうに思っています。 

 そして、今までは経済成長の中で国もいろんなものを、箱物、道路、社会資本を作って

きた。しかし、今度は人口減少を含めて、これをやっていくときにコンパクトシティ化し

ていこうと、連携を持っていこうという国家戦略が、これは成長戦略から今度は縮小する

ようなことになったときに、社会資本を整備、縮小していくときには、国民は縮小には慣

れていなくて、何をどこを縮小してどうしていくかというのは、これは大きな問題になっ

てくるのかなということの中で、この戦略の国民に対する周知とかそういう中でやらない

と、今度は個々の問題に対して大きな問題が起こってくるのかなというふうに感じている

んです。 

 それは何でかというと、私は３年前になりましたけれども、総務省がやった平成の大合

併をうちの町も１０年前にやりました。それも社会資本の維持と同じで、その基本的な考

えはいっぱいできた箱物、公共施設をスクラップ・アンドしてビルドしているんです。と

ころが、スクラップには慣れてない国民ですので、ビルドはしても、スクラップにいくと
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皆そこのスクラップのところは猛反対をやって、それができない。ということは、スクラ

ップ・アンド・ビルドを目指した総務省はビルド・アンド・ビルドで、少々作ってあって

も後も全然スクラップできないのであります。 

 それもご認識、私の感覚正しいかどうか知りませんけど、現場の感覚はそういうことを

感じているところであります。以上です。 

【家田委員長】 どうもありがとうございます。途中に話があった優先順位付けなんてい

うのは本来そういうものが入ってこなきゃいけない話ですね。 

 続いてご発言、少しいただいてからと思います。 

【臼井委員】 臼井です。２点ございまして、今おっしゃられたメンテナンスの優先順位

において、市民にとってメンテナンスの優先順位というものが絶対必要じゃないかと思い

ます。その際に、やっぱりそれぞれ自分の置かれた立場でこれを優先してほしいというの

を市民の方は訴えるわけですから、その中で全体から見て、人命に関わるものを優先する

とか１つの方針を示していかない限り、本当に混乱状態に陥っていくと思います。 

 それは各自治体もそうですし、県としても収拾がつかなくなってくるのではないかと思

いますので、その辺に関しては国がある程度イニシアティブを持って１つの路線を標準化

っていうか、考えるべき視点を示していく必要があるのではないか、と思います。 

 あと、もう１点が、データベースで管理をするという点は良いのですが、一元管理とい

う言葉が非常にたくさん出てきます。一元管理の危うさっていうのを、私たちは東日本大

震災を経験して分かったのではないかなと思うんですね。ですから、クラウドとかそうい

う形を使えばもうちょっとそれを回避できると思いますので、十分検討していただくとと

もに、ここで管理していたものが駄目になったときにほかのところでどう対応するかとい

うようなリスクマネジメントも含めてやっていただかないと、これは見やすければ良いと

いうものだけではないような気がします。とりわけ、昨日の地震もそうですけど、しょっ

ちゅうこういうことが起きていると、ベストな方法論というのはやはり考えていかなきゃ

いけないんじゃないかなと思いました。 

【家田委員長】 ありがとうございます。他にはよろしいですか。 

 それじゃあ、とりあえずここまでの、特にご質問の項目についてお答えいただくことに。 

【事務局 勢田事業総括調整官】 そうしましたら、１つ目の道路と自動車道はちょっと

置いておきまして、２つ目の、まず矢吹先生のデータベースのお話です。要望の統一とい

うお話と幾何学的情報、変状みたいな情報をどう扱うのかということなんですが、各部門、

ばらつきはあると思いますが、まず幾何学的情報、変状までどこまで記録するかっていう、

そこまでの十分揃った中でのデータベース化というのはまだこれからの検討の課題だとい

うふうに考えております。 

 今の段階では、やはり維持管理については点検を予定どおりしっかりしたのかというこ

とと、どういうところにどういう問題があったのかというところまでであって、実際にど

のような変状があったのかということまで調べてやっていくのかというのは、それはどち
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らかというと市町村の負荷の問題もありますし、それによってどこまでその情報の中で次

の施策に活用していくのかという議論も含めて今後の検討課題だというふうに考えており

ます。 

 それから、福岡先生の、河川、人工構造物もしくは資格のときには河道、堤防というど

ちらかというと自然由来のようなものも含めての議論もされていると。今回はどこを意識

しているのかということなんですが、一言で言わせていただきますと、いわゆる河川のい

ろいろ安全面についてのあらゆる可能性のいわゆる維持管理を対象にしているということ

ですので、人工構造物だけとか、いわゆる堤防、いわゆる自然由来に近い堤防とかそうい

うものにだけターゲットを絞ってやっているようなものではないと。市町村はやっぱり全

ての施設、ものに対して点検をできる体制を整えていただかないと駄目ということですの

で、それに準じた議論をさせていただいているというふうにこちらは認識しております。 

 それから、中込先生の方の市民の意識が課題と。特に今までものを作る方向の世の中だ

ったものが、今後いろんな形の中で、コンパクトシティも図る中で社会資本をどう縮小す

るのかということですね。 

 それから、臼井先生の方でも、いわゆる優先順位という中で国が考え方を示すべきでは

ないかというご指摘がありました。 

 ここにつきましては、最終的に、やっぱり個々の施設はその施設管理者が最終的に地域

の合意も得ながら判断していくべきものだというふうには考えております。その中で、現

在、国交省の方で大枠の考え方として示させていただいていますのは、先ほど中込委員が

おっしゃられたようにコンパクトシティとネットワークという形で、いわゆる都市の規模

も含めて、国の、もしくは地域の形を変えていくという考え方をお示しさせていただいて

いる。それをまた地域で考えていただいて、地域全体のあり方の中でインフラの必要性も

含めて再度検証していただきたいということをお示ししているというのが１つでございま

す。 

 ただ、そういう概念的な大きな地域づくりの話だけではなくて、実際にスクラップ、撤

去しやすいような形ということで、来年度の概算要求の中でも、各部門ごとで、いわゆる

撤去費用について予算的な補助というのは、ばらつきはありますけど幾つか取り組んでき

ております。徐々に、ですから手段を充実させていきますし、市民への理解という意味で

もそういう形で全体の議論を全国でしていくべきということで方向を示させていただいて

います。 

 さらには、今回のメンテ小の３つ目のテーマである情報の見える化がこの後また議論さ

せていただくことになるんですが、その情報の見える化の中でも、やはり維持管理につい

てどれだけコストがかかっているのかとか、どれだけその施設が利用されているのかとか、

そういうことも含めて見えることによって、いわゆる地方自治体施設管理者が地域住民の

合意を取りやすいような仕組みという議論もまた備えていきたいというふうに考えている

ところでございます。 
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 それから、臼井先生の最後のデータの一元管理の件、まさにおっしゃるとおりで、リス

クマネジメントのことからしますと、バックアップがいろいろそういう全体のシステムそ

のもののありようも含めて議論をしているところもありますし、こぼれているところにつ

いてはこれからそれをしていきたいというふうに考えております。 

【事務局 山内公共事業企画調整課長】 あと、冒頭、家田先生からございました、まず

道路と自動車道の違いでございますけど、これはここのところは法体系で分けておりまし

て、道路と書いておりますのは、いわゆる道路法に基づく高速自動車国道とか国道とか県

道とか市町村道のことを指してございます。 

 一方で、自動車道というのは、道路運送車両法の方で管理しています、いわゆる民間事

業者が観光道路みたいなことで、例えば箱根のターンパイクですとかああいうところで営

業しているような道路のことをここでは指してございます。 

 それと、効率化と合理化どう違うのということですが、効率化は合理化の一部分ではな

いかなというふうに理解をしておりますが、効率一辺倒だけでは支障が出ることにつきま

して、１つ効率のほかにもいろんなことを考えた上で合理的にやっていくと。それが合理

化というような意味でございます。以上です。 

【家田委員長】 今ご発言いただいた方々、加えてのご発言、それからほかの方々ご発言、

いかがでしょうか。 

【福岡委員】 勢田さんからお答えいただいて、それで結構なんですけれども、これまで

やってきた委員会の議論のスタンスと少し違っていると思います。それはどこかでちゃん

としておいてくださいというのが私のお願いですね。 

 前回、８月５日のときに初めて資格制度の議論がされたときに川の、川だけの問題では

ないと思いますが、人工の構造物から河道や堤防まで入ってきました、非常に大きなスケ

ールの維持管理を扱うことが入りました。 

 当初はまずそこまで行かないで、河川ではこれぐらいの範囲でという議論が行われてい

たと思います。そこのところは新しい判断をしたのですから、この委員会としてもその判

断をしてるということを、どこかでちゃんと伝えるようにしていただくことをお願いした

いと思います。 

【家田委員長】 勢田さん、今のところはどうですか。 

【事務局 勢田事業総括調整官】 １点だけちょっと私の説明不足で不足のところがある

かもしれませんが、資格については、資格の提言の中でも書かせていただいたとおり、今

回、例えば河川でいくと堤防、河道という分野を挙げさせていただきましたけど、それだ

けというふうな形で提言の内容にはなっていなくて、とりあえず河川の中で特にまず真っ

先で重要でやるべきことということでテーマが挙がっただけであって、限定的にその資格

の議論もしてるわけではないということです。 

【福岡委員】 私はそれをわかって言っているんです。前段では本来的に一番大事になる

河道や堤防が、少なくとも私の理解では、最初に入れないことにしていたということに対
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して、資格制度になったらそれが入ってきたのです。それはそれで構いませんけれども、

ちゃんとそういうものになっているということを全体を通してわかるようにしていただき

たい。 

【家田委員長】 今のところについては暗黙の前提に近いようなところがありますけどね。

インフラというのは何も部品部品でできているわけじゃなくて、全部がシステムでつなが

っているわけだから、全体に目を配りながら適切な安全性を確保していくというふうにな

っていると思うんですが、何しろ大きな事故が起こったりした後で、できることから、な

るべく早く手を付けられることからやっていこうというカルチャーのある中では、まずは

その中でも特に、例えば道路で言うと橋とかトンネルの上の落ちてくるとか、そういうと

ころがまずは目を付けるべきところであるという意味で、作業上の優先順位はありました

ね。 

 だけど、最初からじゃあほかのところが頭にないかというとそんなことはないという、

そんなふうなカルチャーだったかと思いますけれども。福岡先生が言うように、きちんと

した整理をしておいた方がいいでしょうね。ありがとうございます。 

 ちなみに、さっき道路と自動車道はわかりましたけど、維持管理に関するものも違うん

ですか。ユーザーにとってはどちらだって舗装されてて同じ道みたいなものだろうなって。

だから、維持管理だって同じかと思ってたんだけど。違うんですね。 

【事務局 山内公共事業企画調整課長】 ここでは所管する局が違うから、これちょっと

縦割りになっちゃってるんですけれども。 

【家田委員長】 内容は同じようなものでしょう。 

【事務局 山内公共事業企画調整課長】 お世話する際に、各所管する局でちょっと進捗

度が違うものですから、それでちょっと書き分けているということでございまして、中身

が大きく変わるということではないということです。 

【矢吹委員】 矢吹です。先ほど幾何学的な形状というところで変状ということでご理解

いただいたようなんですけれども、変状だけではなくて、構造物の幾何学的な形状、それ

全てというふうな意味であります。そういった情報は今のデータベースにはなかなか入れ

ることは難しいんじゃないかなということで、今後の検討課題でお答えで結構なんですけ

れども、せっかく国土交通省で、ＣＩＭというのをやって推進されておりますので、そう

いった中でオブジェクト指向のデータモデルといったようなものをデータベースとして情

報を蓄えていってそれを利用するという観点も考慮に入れてご検討いただければなという

ふうに思います。 

 それから、あともう１点。データベースの一元化というご発言がありましたけれども、

例えば１６ページで国総研、それから港湾管理者等々、いろんな場所でデータベースを作

られていると思うんですけれども、それが連携されるというイメージが単にインターネッ

トで誰でもそれにアクセスできますよというふうなことであるならば、それほどの連携と

いうことにはならないんじゃないかなという気がしています。 
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 これは後で市町村の方にも関係してくるんですけども、各データベースを串刺しにして

検索をしたり情報を探し出したりといったようなことができるようにするということが非

常に重要だと思うんですね。隣の市で何かあることが起こって、それを自分の市は全く知

らないと、知る手段もないというふうなことではやはり情報技術時代としては遅いという

か遅れているというふうに感じますので、そういったこともここに加えていただければと

いうふうに思います。 

【家田委員長】 ありがとうございました。ほかにございますか。 

【滝沢委員】 最初の方に市町村の職員の技術者数の不足というグラフが載ってますけど

も。 

【家田委員長】 ４ページですね。 

【滝沢委員】 ４ページとか５ページですね。先週、関西の方に行って、関西の技術者の

方と少し意見交換してきたんですけども、土木系の職員を採用したいということで募集す

るんだけど、なかなかいい人が来てくれないということも言われていて、確かに先ほど中

込市長からご発言あったように、新しいものを作るのは夢がありますし、どんどんやろう

という気持ちに何となくなるんですけど、放っておいてもなるんですけども、やっぱり維

持管理は重要だよね、大切だよねというだけではなかなか若い人がどんどん集まってくる

という状況にないのかとなると思うんです。 

 ですから、放っておくと、放っておくとって放っておくことはないとは思いますけれど

も、様々な努力をしても、この状況といいますか、４ページですかね。道路と下水道が例

で出ていますけれども、ますますやっぱり、特に技術系の人材の確保というのは厳しくな

ってくるんじゃないかなという気が、ちょっと感想めいていますけどもしています。 

 それと、もう１つですけれども、それを裏付けるのは、市町村、実は必ず業務は民間と

いいますか発注してやってもらっていると思うんですけども、それを担うような民間分野

で本当に人が育っているか。特に地方に行ったときに、様々な業務を担ってくれるような

会社がそこで存続しているかどうかというのは大変気になるところでありまして、これと

同じようなグラフをもし民間企業で考えてみたときに、一体どういう現状になっているの

かというのは、一番後ろの方に民との連携というのが出てきますから、そこでまたこれか

ら検討されるのかもしれませんけども、そちらも十分お考えいただかないと、発注したい

んだけども発注業務しても誰も受注してくれないという話もちらほら聞こえてきておりま

すので、官だけではなくて、やはり民の方も維持管理業務に対して魅力のあるような仕組

みを国としてどうやって醸成していくかというところ、非常に基礎的なところですけれど

も、それを全体としてやっていかないと、長期的な視点で若い有能な魅力のある技術者が

この分野になかなか入ってくれないんじゃないかなと、そんな気がいたします。 

【家田委員長】 後半のお話は最後のページに出てくるので。１ページ分しかありません

けども、極めて重要なところで。この後の議題のところでぜひもう一度ご発言いただこう

かなと。 
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 ほかにはよろしいですか。それじゃあ、また後で戻るかもしれませんけども、３までは

とりあえずということにさせていただいて、今度は４、５についてご検討をお願いしたい。

ページで言うと２１ページから最後までということになる。ここが本日の一番議論をいた

だきたいところであります。 

 私の感覚もちょっと、せっかく滝沢先生におっしゃっていただいたので言うと、今まで

は本当はやることになってるんだけど、維持管理。その責任は市町村なり何なり行政にな

るんだけど、管理者ですから。でも、何となくやらんでもいいもんねっていう知らん振り、

気が付かなかった振りでも済んじゃったというか、そうなっちゃったんですよね。という

ことは、そこに業務の発注なんかないから民なんか付いてくるはずもないのであって、そ

んなやらないでも済んじゃうなっていうところに職員なんて置くはずないですものね。 

 だけど、これやらなきゃいけないんだよね。しかも、緊張感というものはものを設計す

るときにも緊張感ありますよね。自分の設計する橋が落ちたらどうしようっていう緊張感。

施工するときも緊張感あるんですよね。施工中に人殺しちゃったらどうしようとか、仮設

中に落ちちゃったらどうしようなんて、もうものすごい緊張感。 

 でも、私も維持管理の仕事やっていましたけども、維持管理ってものすごい緊張感なん

ですよ。自分が管理してるもので事故起こしたら大変なことになりますよね。だから、ど

こかに緊張感の本当にあるんですよね。だけど、やらないで済んじゃってるから緊張感感

じないで人が魅力感じないだけで、僕は維持管理の分野がまともに動くようになれば若い

人が魅力を感じること、技術者として、それから作業者、技能者として。十分それはあり

得る。しかも、そこに業務が発注できるようにさえなれば民もちゃんとついてくるはずで

ある。しかも、ちゃんとした民がついてくれば技術開発も進んで、１００億かかるって言

ってたものが実は８０億で済むようになるとか、１０かからないと更新できないというも

のがもっと、１０年経ったら使えなくなるってものがもっと長く使えるようになるとか、

幾らでもチャンスがあると思うんでね。 

 そういう意味で言うと、本日の４以降のところはどっちかというと行政側の体制につい

てどういうふうに良いものにしようかなというところにうんと知恵が払われていますので、

そこはもちろん議論いただくんですが、最後の１ページの民の方のところもどういうふう

にしたら維持管理のマーケットがマーケットとして成立するようになるのか、良い業者が

育つのか、それからまた同時に地元での業者体制というのはきちんとできるのかっていう

ところも肝だと思うので、ページ数に比例せず、どうぞいろんなところをご発言いただき

たいと思います。それじゃあ、皆さんどうぞご発言ください。いかがでしょうか。 

 臼井さんから。じゃあ、臼井さん、木下さんとこの順でいきましょう。 

【臼井委員】 ご説明を聞いていてちょっと疑問に思った部分が、確認ですが、国と市町

村の間のお話は十分わかったのですが、真ん中に入っている都道府県、この役割がいまい

ちこの説明書だけでは見えなかったんですね。２４ページにおいて、都道府県と連携した

支援というお話があるのですが、サポート役が期待されていてとか、市町村支援に都道府
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県と連携してというふうに書かれてはいるのですが、現場に入れば、都道府県と市町村と

が仲が良いところ、悪いところ、それから市町村と国とが仲が良すぎて反対に都道府県が

入ってこられないところとか、現実的ににいろいろございますよね。 

 そういう中で、都道府県の役割を明確にしておかないと、面倒くさいから逃げようとい

うところも出てくるし、もしくはうちはやっているのだから、なんで国が入ってくるのだ

というところも出てくると思いますね。そういう意味で、この説明の中にやはりどこの部

分において都道府県がコミットメントを持つか、ということを書いておかないとまずいの

ではないかなというのが私のコメントでございます。 

【家田委員長】 ありがとうございます。続けて木下先生どうぞ。 

【木下委員】 市町村等に対する支援については、今のような懸念については、私は国、

県との協議会のようなもの、発注者協議会というのが各地方整備局単位でありますが、そ

ういう形でメンテナンスについても市町村の支援を国、県が連携する組織があればいいと

思います。 

 そして、基本的には国庫補助をしているような場合について、国が支援しやすいという

こともありますので、お金の流れに応じた支援体制が有効と思います。 

 市長さんから先ほど心配もありましたが、基本的に自由に使える国からの交付金のよう

なものですと、どうしても市民に求められる新しい施設を作る方向に行ってしまうと思い

ます。一時、三位一体の改革で補助金がかなり削減されて、自由に使えるお金を増やすこ

とになりましたが、維持管理については非常に地味なものですから、これは使途を明確に

して国交省などがしっかり充てるということは、充実すべきと思います。 

 それから、この資料で言うと例えば２３ページ辺りに２番とか３番で国が支援すると書

いていますが、これも市町村から要請があって初めて国が動くというよりも、なかなか市

町村の意識が低い場合もありますから、むしろこれだけ重要な施設を管理しているならこ

ういう支援が必要じゃないですかというような形で国あるいは県側から働きかけるような

ことも考えた方がいいという気がしております。 

 あとは３１ページとか、有識者等の活用とか、あるいは２５ページで技術者名簿等を市

町村に与えるとありますが、有資格者の活用というときに、これまでの資格制度ワーキン

グでは民間資格の議論をしていましたが、発注者側、行政側でこういう能力が必要だとい

うことになります。 

 そういう能力を持っている人がいないのであれば支援が必要でしょうということですか

ら、いわゆる狭い意味の民間資格だけでなくて、発注者側が有すべきような能力、河川で

言えば堤防とか、河道を河川パトロールなどで点検しているわけですから、そういうのは

行政側が持っている技術をがあると思います。行政側が有すべき技術も含めた有資格者等

ということで検討する必要があると思っております。以上です。 

【家田委員長】 ありがとうございます。どうぞ、小林先生。 

【小林委員】 都道府県の話が出ましたので、関連して発言します。まず、都道府県が何
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をすべきかとかいうことは国交省の立場としては書きにくい部分があると思いますけれど

も、道路メンテナンス会議の実質化のために都道府県が果たす役割は非常に大きいと思い

ます。道路メンテナンス会議が形骸化せずに、実質的に動かしていく。さらに、そのほか

のインフラに関しても当然、都道府県がきちっと役割を果たさないといけないと思います。 

 この後、一括発注とかさまざまな発注方式に関わる代替案が提出されていますが、これ

も、地域メンテナンス会議とか、地域の受け皿が果たす役割とのリンクが見えていないと

思うんですね。どこにもあまり地域における受け皿組織がどこまでをやるのかという話が

具体的に出ていないので、もう少しきめ細かく整理していただきたいと思います。 

 それから、２４ページのところに都道府県の話が出てきますが、この部分に関してきめ

細かく丁寧に書いていただきたいと思いますね。あまりにも、大雑把な書きぶりになって

います。 

 それから、都道府県によっては建設技術センターが役割を果たすことは事実ですが、長

い間、建設技術センターが冬の時代に置かれてきたわけで、都道府県によっては事業仕分

けでセンターが消滅した事例も多い。建設技術センターが今後重要な役割を担うべきだと

いう書きぶりですと、政策の一貫性があまりにもなさすぎます。その下に記載しているよ

うに都道府県が主体として市町村のアセットマネジメントを主導するという記述を最優先

に記述し、それからこういう事例もあるという形でセンターの位置付けについて記載する

のがいいと思います。 

 それから、先ほどデータベースの話がいろいろ出ましたが、前半で出てきたデータベー

スの議論ははどちらかといえば政令指定都市とか、非常にアセットマネジメントに関する

能力がある地方自治体をを対象としてデータベースを整備していくことを想定しています。

こしかし、市町村のアセットマネジメント能力をそのように底上げしていくのかという議

論が不可欠です。なかなかデータベースを作れない、そういう市町村までどう政策の網を

被せるのか。 

 それにはやっぱり地域メンテナンス会議などの地域的な受け皿組織の果たす役割がきい

と思います。能力のある自治体だけではなく、能力に乏しい地方自治体をどのようにボト

ムアップしていくか、そういう方針を明確に記載していただきたい。 

 それから、最後は質問ですが、２９ページに記載されている共同処理制度、このような

制度は非常に重要に思いますが、法律の素人には、なかなか理解できない。結局、管理責

任の問題が非常に重要な課題となるので、どのような制度がもっとも実行可能性が大きい

かということを教えていただくとありがたいです。以上です。 

【家田委員長】 もうちょっとご発言いただいてからと思いますけれども、特に今日は市

町村の体制をこういうふうにすれば今よりは良くなるんじゃないかと。特に横連携的なも

のが非常に大きな重要な提案として入っている。それから、技術的な支援や何かについて

はまあそうでしょうねっていう感じなんですが、特に体制ですね、市町村に対する。 

 ここら辺はぜひ市長さんに率直なご意見を賜りたいし、このぐらいでいいのか、いや、
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こんなんじゃ全然足りないよって感じなのか、余計なことするんじゃねえよっていう感じ

なのか、その辺も含めてどうぞ率直なご意見を賜りたいと思います。どうぞ。 

【中込委員】 維持管理体制について今ご説明いただいて、全般として私は本当によく考

えていただいているなというのが最初の所見であります。じゃあ、支援内容についてとい

うのと体制についてで分けて私の考えを述べさせていただきたいと思うんですが、支援内

容としては、今まで戦後は本当に新しいものを作るとき補助金をいただいたということで、

皆そういうことで来たと先ほど申しました。 

 今度は国もいち早く維持管理にも大きな財源を付けていただいたといことで感謝をして

いるんですが、そういうことでやっていきたいとは思っておりますが、私たちがじゃあ今

度維持するときに、まず判断をするときに、この橋は新たに作り替えた方がいいのか、も

う少し強靭化して延命をして、その後に作り替えた方がいいのか、将来、国家戦略的にコ

ンパクトシティのときにこの橋はもういらないよというのか、その辺の判断の基準はどこ

でやるのか、市町村でやるのかっていうのが１つあると思うんですね。 

 でありますから、木下先生がさっきおっしゃられましたけれども、補助は自由ではなく

て、本当にそれもあるところの、これも市町村の橋なのか、県にかかる橋なのか、国なの

か、このレベルによっても当然違うと思いますけれども、その辺の判断というのもどこか

で評価していただいて、我々としては補助金をいただいて、それを撤去するのか、延命を

して潰すのか、即そこで建て替えるのかという判断があるんじゃないかというふうに思っ

ております。 

 そんなことで、その辺がありまして、ご支援いただく財源については本当にありがたく

て、これからはそういう維持補修の方にどんどんやっていくと市民も喜んでくれるだろう

と、このように思っていまして、そういう方向で行くと。 

 もう１つ、今度は維持管理の体制ですけれども、私は今もう老朽化しているところがい

っぱい、我々理解しているんですけれども、これもまず現時点においては、今、管理者を

市町村道とあとはしてますので、現在の体制の管理者が責任を持って、国がそういうメン

テナンスにもお金出してくれるという中で責任を持ってこれをやっていくというのだと思

うんですが、この戦略会議には当面は国でもやって、国交省でやっていただいているので、

現管理者のもとでやっているということをお聞きしましたのでそれでいいんですが、これ

は中長期的なメンテナンスをどういう体制でいくということで、前回にもご説明いただき

ましたように、自助、共助、公助という形でいって、これからはこの会議としては中長期

的には共助だということ、いう方向で説明を受けて、そういう方向が一番効率的であるし、

国の考え、あるいは地方等が一体になっていくには私は共助の管理体制がいいだろうと思

っておりますが、先ほど臼井先生がおっしゃられた、じゃあ県の役割、国の役割、これま

さに私も現場におりまして、直接、国に話をすると県に怒られて協力しないよと言われる

のが現状でありまして、現実はですね。 

 ところが、じゃあ県を通じて国にお願いすると、県も十分理解していかないと国に説明
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ができませんから、もう膨大な資料を持っていかないといかないよというのが、これは極

端か知りませんけど、そういうのが現実であります。 

 そんな中で、私は共助でやるとなると、一部事務組合といろいろなことをやっていくん

だろうと思うんですが、これについてはやはり国だとか県がイニシアティブをきちっと取

らないと、責任あるところは逃げてということでは、これは大変な状況になって、理論的

に考えることはいいんですけど、現実にこれを実行していくときにはなかなか大変かなと。

じゃあ、どこが責任を取るのか。先ほどおっしゃられたとおり、国、県の役割を明確化し

た中でやっていくということが大切かなと。 

 大きな今、国がやらんとしている流れは私は大賛成でありますけれども、そういう個々

の問題が現場、市町村へ行くとそういう問題が起こってきて、現実には絵に描いた餅で終

わってしまったり、あるいは私は平成の大合併を私は南アルプスでやってあげようと、や

って成功させたんですけれども、それを総務省が理想と思ったように今１０年近く経って

なってるんですかっていうような形があったときに、この戦略会議でご議論いただいたこ

とが１０年後きちっとしたものができるかというのが、現場の感覚とかそういうものを明

確化していかないとそれはどうなのかなというのが、管理体制についてはそんな意見を持

っておりますが。以上です。 

【家田委員長】 どうもありがとうございます。そうしたら、ここまででとりあえず事務

局から。ご質問がありましたし、あるいはご意見についてのご感想等々をお願いしたいと

思います。 

【事務局 勢田事業総括調整官】 まず、臼井先生並びに小林先生からご指摘がありまし

た、まず都道府県の役割。確かに、１枚紙だけで十分説明不足だったなというふうに感じ

ております。 

 今回お示しさせていただきました１から４の項目がございますが、それぞれに明確に都

道府県がするべきだけというとか、国だけでするべきものというのはあまりないと考えて

おりまして、テーマテーマに応じて濃淡はあるんですけれども、それぞれの役割があると

いうふうには認識しております。 

 例えば、やはり先ほど中込委員もおっしゃったように、共助とか地方自治体同士の連携

みたいな話っていうのはやっぱり広域行政をやっている都道府県の役割というのも非常に

また国以上に大きい部分もあるというふうにも考えているところもございますし、ただ、

いわゆる技術者リストを作るというのは県と国が両方で作ってもしょうがないので、国が

主体的に作りながら、ただ、当然、県のいわゆる行政をやられていたＯＢの方とか、十分

技術を擁した方々も協力いただいた中でそういう組織を理想を作っていくということも必

要だと思いますし、それぞれごとで濃淡はあるんですが、関わりは強いと思います。そこ

は次回もう一度整理をしてご提案をさせていただきたいというふうに思っております。 

 それから、木下先生からの話で、使途の明確化、限定ということで、維持管理の方にし

っかりお金が回るようにというご指摘がありました。元々、今の防災・安全交付金もそう
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いう趣旨で、一番初めは何年か前に社会資本整備交付金ということで非常に何でも使える

ようなものから防災・安全というものに限定してきております。その使い方の使途を見な

がら、さらに維持管理のこれからの時代にマッチしたような交付金のやり方というのはた

ぶんあると思いますので、引き続きそれをウォッチしながら必要に応じて検討していきた

いというふうに考えております。 

 それから、併せて支援に対して市町村からの要請ではなくて国からということのご指摘

もありました。ここについては、いろいろまた各委員からのご意見もいただきたいと思う

んですが、やはり維持管理をしっかりしていくためには、今の法律で位置付けられている

それぞれの施設管理者が自主的にやっぱりやっていただくという意識がまずは必要だろう

というふうに思っておりまして、その意味では今回の全体のトーンとしては、できるだけ

地方が進んでする、まずは市町村が自らのことということで考えていただくということを

前提に仕組みは考えさせていただいております。その辺については、また後ほどご指摘と

かご議論をいただければというふうに考えております。 

 それから、さらに木下先生の技術者の有識者ということで、発注者側の資格というお話

がありました。まさに前回まで見ていただきました民間資格ではなくて、発注者側には発

注者なりのノウハウな必要な部分があって、その部分を今、人材不足の市町村をサポート

するという意味からすると、ちゃんとそれがサポートできるような人とを作り上げていく

ということがやはりこれからも必要になるとは思っています。これも状況に応じながら今

後具体の策に作り上げていくというふうに考えてございます。 

 それから、あと小林先生の方から、道路メンテナンス会議と本テーマとの関わりが見え

ないというところでございます。あまり上手く整理しきれておりません。道路はしっかり

非常に施設数が多い中で、道路の中でしっかり考えられた体制が作られておられるので、

明確に整理したものではございませんが、今回、皆様にご提案していただくものは各部門

ごとに一律に全部にお伝えするというわけではなくて、全体の流れとしてこういうふうな

仕組みをご提示させていただいた中で、各部門ごとで実情に応じてこれも使っていただく

なり、各部門での実情に応じて加工していただくなりということを考えているというとこ

ろでございます。 

 それから、小林先生の、技術センターじゃなくてまずは都道府県。これもおっしゃると

おりのご意見でございまして、先ほどの１枚紙は次回しっかり直させていただきたいと思

います。 

 あと、データベースについては市町村の底上げみたいなもの確かにあります。これも各

部門ごとに今考えておられると思いますが、いろいろ手段を講じて、またご提案をさせて

いただきたいというふうに考えております。 

 あと、２９ページの管理責任の件ですね。ここはちょっと丁寧にお話しした方がいいの

かもしれません。まず、２６ページの方で共同連携のお話をさせていただいた中で、まず

やっぱり共同で事務処理をするにしても、基本的には各施設管理者の直接的な責任に及ば



-26- 

 

ない。要はあまり責任は直接的には来ないんだけれども、連携することによって業務が効

率化するとか、支え合えるとか、そういうふうな部分ということにイメージを置いてこの

仕組を提案させていただきました。 

 ということで、例えばここで①、②、③というふうに提案させていただいているのは、

例えば発注だけとか、発注する業務の管理とかそういうものであれば個々の施設の手当ま

での責任は及ばないだろうと、あまり及びにくいだろうという中で、この部分なら各市町

村で合理化できるのではないかということで整理をさせていただいています。ということ

は、それは先ほどの参考の２９ページでいきますと、一番左の方の共同処理制度の中での

連携協約もしくは事務の代替執行という部分に近いものというふうなイメージをしており

ます。 

 この連携協約と事務の代替執行も今年度、国会の中で総務省から地方自治法の改正で成

立したものでございまして、要は協議会とか事務の委託ということで権限が至るものにつ

きましては、個々の施設管理者の責任が及ぶので、なかなかそれだと広がらないという判

断の中で地方自治法も改正されたと考えております。その背景も踏まえまして、そういう

考え方を今回お示しさせていただいているというところでございます。 

 それから、最後の中込委員のお話でございます。一番最後に、体制、共助についての方

向性として、共助のインセンティブとか、国、県の共助に対する役割というところの議論

があると思います。共助の方向性が各地方自治体でその考え方が受け入れられてどれだけ

全国展開進むかによって、また国、県がさらにインセンティブとかそういう仕組みの話を

推奨していくのかというところはちょっとこれから状況を見ながら考えてまいりたいと思

います。本日のところでは、そういうことがすぐ取り掛かれやすいように、いわゆるひな

形みたいなものを作るというところからスタートをさせていただきたいと考えております。 

【家田委員長】 ほかの方のご発言をお願いしたいと思います。じゃあ、福岡先生。 

【福岡委員】 ここで書かれているのは、全体的には今ご説明あったようにこれでよろし

いと思うのですが、１点だけ少し考えた方がいいなと思うことを申し上げます。３３ペー

ジをお開き願いたい。こういう形で市町村と県、そして国がそれぞれ協力し、連携し合う、

これはこれでよろしいと。恐らくこれは直轄が管理する機能を持っているところについて

はまず間違いなくこういうやり方が望ましいと思います。 

 その中に市町村が管理するところもあったりするところではこれでいいと思うんですが、

例えば下水道みたいに市町村が中心になっていて、直轄は管理を持ってないようなところ

については、これじゃ市町村は元気失っちゃうと思います。むしろ、市町村が中心になっ

てインフラをやっている下水道に対しては国も県も、もちろん協力連携するというのは当

たり前なんですが、ピラミッド構造の図面ではなく水平的な広がりの図を用意する必要が

あると思います。 

 例えばそういうのは港湾だってきっとあろうし、それから都市の方にもあろうし、いろ

いろ僕はあると思うんですよ。特に下水道はそれぞれの自治体がいろいろ異なる経緯で下
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水道を作ってきた。時代も違い、その管理のやり方もいろいろ違うのを、いろいろな市町

村がくっついて、共同でやればいいとか、そこに県がいろいろこうやればいいと、こう言

うのは簡単なんだけれども、具体的にはそれぞれの事情があることは間違いない。財政的

な面での違いもあったりする。それが市町村だと思うんですよ。 

 そこのところは丁寧に触れないと、先ほどのご説明はひな形で、それぞれの事業がそれ

ぞれに応じて少し変形すればいいという話とはだいぶ違うんじゃないかと思って聞いてい

ました。そこのところは次回に向けてぜひご検討をお願いしたい。 

 一番大事なのは市町村がなんたって元気が出ることなんだろうと思います。国がいろい

ろというのは、もうやるのは当然なんだけれども、そこの現場が人がいないとか力がない

というのは簡単だけど、それでやっているところがいっぱいあって、そこの良い例を作っ

たときに、ほかのところもそうやってやれば上手くいくんだなということが出てくること

も１つ望ましいというふうに思っています。ご検討をお願いしたいというのが１点目。 

 ２点目は、これは手前味噌なんですが、共同体制のところですが、これは３１ページで

す。これは国と県と市町村、そして民間も後で出てくるんですが、ここに何で我々学が関

わらないのでしょうか。私なんかは河川の中で、率直に言って国以上にやっているような

つもりでいるんですが。気持ちは、ですけどね。 

【家田委員長】 期待されていない。 

【福岡委員】 それでは困るんですよね。学識者がいろんな形で相談を受ける場合が多い。

恐らく普段の維持管理というのは学の人は相当関わると思うので、お願いしたいのは、こ

こ、書き方は考えていただきたいと思うんですが、学の大事さというのは市町村レベルに

なるととりわけあると思っていますので、加えていただきたい。 

【家田委員長】 学のところについては、分野によってずいぶん感じ違うでしょうね。河

川のように管理というところに非常に貢献している学の分野と、コンクリートみたいなと

ころじゃまた様子が違ったりとかね。ありがとうございます。 

 今の福岡先生のご発言の前半の部分は、特にさっきの三角の図が道路や川みたいに直轄

事業を持っている、あるいは土建のようなところでいろんなものを持っているというとこ

ろが何かメインで書いているような感じがするので、下水道分野あるいは滝沢先生、ちょ

っと今の下水道を例にして、この辺のところをちょっとお話いただけたらと思います。 

 じゃあ、まず事務局から。 

【水管理・国土保全局 増田下水道事業課長】 ありがとうございます。下水道はやはり

ほかの直轄があるところと比べると特性があると思っておりますので、１つこういうピラ

ミッド型のものが提示をされているというものに加えて、もう少しフラットな連携という

ようなイメージのものを提示をしていただけると１つありがたいかなというふうに思って

おります。 

 というのは、やはり事業主体である市町村が持続的にきちんと１つのシステムとして判

断をしていける、市長さんが判断をしていただける。それを市の職員だけではなかなか足
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らなければ、そこを県の職員、国の職員、もしくは下水道の場合ですと下水道事業団とい

うのもございます。こういうところの職員、さらには民間の頭脳を持っている人たちもい

ますので、こういう人がどういう形でトータル的にサポートをしていけるかというところ

だと思っていますし、そこに福岡先生おっしゃっていただいたように、やはり産学全体を

ひっくるめて皆で我が国１，４００の事業主体がありますけれども、１，４００がそれぞ

れ例えば下水道ホールディングだとしますと、１，４００皆が倒れないようにしっかりと

サポートをしていくと。 

 そういうような体制を築いていくというのが大事で、技術者についても、市町村それぞ

れでは駄目ですけれども、水平連携をしたり、例えば事業団等と交流をする中で、いわゆ

る地方側というんでしょうか、にも技術者をきちんとプールをしていくと。こういう仕組

みなんかも１つの、ちょっと特殊な世界かもしれませんけれども、１つあるんだよという

ところは何かひな形の１つとして示していただけるとありがたいなというふうに思ってお

ります。 

【家田委員長】 滝沢先生、どうぞ。 

【滝沢委員】 似たような話になるかもしれませんけれども。ここに、例えば２７ページ

から２９ページ、２９ページは現行制度の説明だけなのでそのとおりかもしれませんけれ

ども、事務の共同処理ですね。いろんな手法がありますということを言っただけだと、な

かなか自治体、それを見ただけで、さあやろうというふうになるかなというところがやは

り懸念されるところではあります。 

 今、増田課長も言われましたけども、下水道分野だと下水道事業団ありまして、長らく

建設主体でやってきましたけれども、ここに来てアセットマネジメントも含めてだいぶ維

持管理の方向に舵を切り始めているというふうに私、理解しておりまして、特に地方の中

小都市に対する支援という意味では、これからいろんな意味で重要な役割を担っていくだ

ろうと思います。 

 地方の管理者になっている自治体がしっかりと意識を持ってやっていかなきゃいけない

という、これはもう間違いないんですけれども、事務のどこまでをその責任範囲にするか

というのは自治体の大きさ、実力によっていろいろなパターンがあるだろうと思いますね。 

 ですから、共同ももちろんそれ選択肢としては提示するべきだと思うんですけれども、

それに加えて、やはり人が減るといっているわけですから、だけどやらなきゃいけない事

務の量はたくさんある中で、人を配置することはもう難しいと、正直言って。そういうと

ころはどうやってでも維持管理をやらなきゃいけないというふうに思っている管理者の方

がいたときに、どういうところと連携しながらやっていくかというのは、もうこの時点に

なってくると、都道府県ももちろんいいですけれども、国として何かの支援ができる組織

もお考えいただくようなことも、分野によって状況は非常に違うんだろうと思うんですけ

れども、それは必要じゃないかなというふうに思います。 

 ちょっと関連して、もう１つ追加で申し上げますと、先ほど人が減っているというお話
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をしました。それで、今の後半の方に、例えば２５ページのところで、必要な技術・経験

を有する有資格者の評価・登録制度、仕組みを充実するという。これはこれだけを見ると

正しいんですけれども、でもそもそも人が減っているわけですよね。登録したくても、そ

ういう人がもう雇えない状況の中で有資格者を増やしましょうといっても、なかなか人が

増えなかったら、せっかく制度を作っても、果たしてどこまで。もちろん、運用できる自

治体、大きな自治体はあるかもしれませんけれども、形骸化するんじゃないかというとこ

ろが懸念されるところでございます。 

 そう考えると、いろんな仕組みもいいんですけれども、仕組みはなるべくシンプルにす

る必要があると思います。本当にどこの部分で支援が必要なのかということを考えた上で、

そこをピンポイントで支援できるような仕組みを作るということが大事で、いろんな仕組

みを作っちゃうと、１つ１つは正しいんだけれども、全部連携してやっていくのはそれ自

体、運用するのにものすごく手間がかかってしまってなかなか機能しないということも懸

念されますので、どうか自治体の声を聞きながら、本当に支援が必要な仕組みというのを

作るのが大事じゃないかなと、そんな気がいたします。 

【家田委員長】 まだご発言いただいていないので、甲斐先生からまずお話いただきまし

ょう。 

【甲斐委員】 それでは、あまり大したことは言えないんですけれども、幾つか。１つは

皆さんの議論を伺いながら、かなりいろいろ言おうかなと思っていたこともかなり言い尽

くされているなという感じはします。 

 私、地方にいますと、やっぱり先ほど来言われている人材不足ということが非常に身に

しみて感じるなというところです。例えば３１ページの専門組織の検討というところなん

かも、ある局面では非常に有益な１手法になるのかなとは思います。ただ、一方では３１

ページの専門組織というところに関して言うと、セカンドオピニオンみたいなものが確保

できるような仕組みというのも併せて、ここで専門組織を立ち上げるときには何か必要な

んじゃないのかなという気がしました。 

 それから、先ほど来、事務の共同処理の制度のお話が出ているんですけれども、どうし

てもやっぱり体力がないところと共同をどこもあんまりやっぱりしたがらないというのが

現状ですね。必ずしも、自治体見てみますと、いろいろ困ってる困ってると言いながら、

共同処理というやり方がその解決法の順位として割りと上がってくるかというと、なかな

かそう上がってこないなというふうなところも実感です。 

 なので、共同処理も夢の制度ではないんですけれども、ただ、共同処理というのをやる

ときには、どうしても水平間でやっていくときには、そうやってどうしても体力が弱いと

ころ、本当によそとの連携が必要なところがどうしても弾かれがちなところがあるので、

そこを上手いこと手当するような方策が必要なのかなというふうには思いました。具体的

には、やはりそこは例えば都道府県が少しその連携を後押し、連携しやすくなるような仕

組みを作るだとか、そういったところなのかなというふうに思います。以上です。 
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【家田委員長】 ありがとうございます。ほかにご発言はいかがですか。じゃあ、お願い

します。 

【矢吹委員】 矢吹です。維持管理では、技術者が何を見て、何のデータに基づいて、何

を根拠に、どう判断したかということが非常に重要なわけなんですけれども、これはでき

るようになるためには長年の経験も必要ですし、それから師匠みたいな人がいて、徒弟制

のように師匠を見ながら学んでいくというような、そういうことが一般的にはされている

わけですね。要するに、情報が個人から個人へというふうに流れていて、形になってなか

なか残りにくい、そういう分野だというふうに思います。 

 やはり先ほど言ったように、何を見てどう判断したか、何を根拠にというところをエク

スプリシットにちゃんと情報を形にして残しておくということが必要で、さらにそれを共

有化して連携していくということが必要だと思います。そういった意味で、体制がどうも

困ったらば支援するとか、あるいは人を派遣するとかという、それももちろん重要なんで

すけれども、もう１つの人という視点のほかに情報というのも加えていただいて、情報の

蓄積、共有、連携という視点をご検討いただければというふうに思います以上です。 

【家田委員長】 どうもありがとうございました。時間がだいぶ厳しくなってきたので、

ご発言はものすごく短くやっていただくということ前提でお願いしたい。じゃあ、臼井さ

んどうぞ。 

【臼井委員】 今、矢吹先生から情報の話が出たので、ちょっと一言だけ。情報の串刺し

は非常に必要だと思うのです。ただ、先生がおっしゃるように情報の入れ方が違っている

と串刺ししても正しい答えが出てきません。ということは、市町村の担当者の方の底上げ

も必要ですけど、要望の統一から始まって全体的な研修の仕組みを作らない限りは、現実

化は、なかなかしないのではないかというのが１点あります。 

 あと、同時に市町村の担当者にとって一番身近なのはやっぱり県の中での情報ですね。

そういう意味で、１つの単位でこうやって作っていくとしたら、一元管理というのはある

意味では県単位なのかなと。それが良いか悪いかというのは別ですが、県の中でまず探し

て、自分の馴染みのあるところで探していくということが最初に出てきて、その上で隣の

県はどうだと、身近にある県はどうなのだというふうに思考していくと思うので、その辺

も考慮して検討していただければと思います。 

【家田委員長】 ありがとうございます。よろしいですか。じゃあ、最後ちょっと私から

も一言二言申し上げさせていただいて、それで事務局でまたまとめてお答えいただくとい

うふうにしましょう。 

 まず、ベーシックなところの理解なんですけれども、私の理解では、現状は苦しいなが

らも何とかかんとかやれてるねっていうふうに考えてスタートするのではなくて、今はた

またま市町村レベルでとんでもない橋が落ちちゃったみたいなことは起きていませんけれ

ども、これはラッキーなだけで、もうちょっと時間が経ってもうちょっと老朽の時間が経

つと、今のままやったら大変なことになるぞと、このままじゃ全然駄目だっていう認識か
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らスタートするかでずいぶん様子違ってくると思うんですね。私は後者に立っておいた方

がいいなというふうに思っております。 

 だから、そういう意味では何が言えるかというと、１つは鞭みたいなものでありまして、

今までは点検なんか、それはするに越したことはないけど、しないからって怒られるわけ

じゃねえっていう体制だったのが、今は点検しなきゃいけないことになりましたよね、橋

やなんかもね。５年ですか。義務化したと。これは鞭ですよね。これが１つだし、これは

一方でやった。 

 もう１つは、どれもこれもやらなきゃいけないということじゃなくて、優先順位を付け

るとか、あるいは緊急度みたいなものを付けるとか、これも一部やってる。それから、さ

らに皆さんおっしゃっているように、本当にこれからもいるのかというところで優先度あ

るいはもうやめるっていうのを入れると。こういうことで、やれるものを限定する。これ

が２個目だろうし。 

 ３つ目は、やっぱり見える化して、市民とか国民とか政治家が関心持ってくれて、この

分野に、背中押してくれるっていう体制。背中押してくれればお金も押してくれますから

ね。これが次だしね。 

 最後がやっぱりやりやすい体制を作ると。とにかくやりやすい体制を、市町村が、市町

村だけじゃありませんけどもやりやすい体制。そのためには、再三皆さんがおっしゃって

いるように、市町村の分野ごとにまた状況も違うし、市町村によっても違うから、そこは

重々聞かなきゃいけないんだけど、法的に云々というのはいろいろあると思うんだけど、

最初に申し上げたように、このままじゃ大変なことになるぞという認識をスタートにすれ

ば、法律なんて変えればいいんだからという考えで、一番やりやすいやり方はどうかなっ

ていうところでぜひ次回以降まとめをやっていただけたらななんて思う次第でございます。 

 そういう意味で、最後のページのところで、もう今日時間がありませんからやりません

けども、やっぱり僕は結局、本当はやることになっている自治体の職員っていったって直

轄で、直接自分で何でもできるわけじゃないので、作業は皆委託してるわけですよね、や

っているところですら。やっていないところはやっていないんですから、何にも。 

 じゃあ、それ担い手っていったら、やっぱり冒頭申し上げたようにマーケットを作って

市場としてやっていくしかないのであって、業者というか民間がね。そういう意味で言う

と、メンテナンスに軸足を置いた建設産業の再構築というようなジャンルのことは断固や

らないとまずいんじゃないかと思うんですよ。 

 今までこの委員会でも何回か現地を見学させていただくようなことをやりましたけど、

それは主としてお目にかかったりしたのは地方の場合には自治体の職員の方々であって、

業者がどんな顔をしてどんなことをやられているのかとか、そんなことはとても力及ばず

だったんですよね。これからは一方でそっちの方もやらなきゃいけないなというふうに私

は思っております。 

 最後にもう１点だけ申し上げると、先ほど予算の使途というのがあんまり何でも使える
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ようになるといけなくて限定するというようなことがあって、これは僕も同感でございま

すけれども、メンテナンスというものをあんまりここまでがメンテナンスでそこから先は

改良だとかやると、現場は駄目になるんですね。 

 どういうことかというと、例えば災害が起こると復旧する。同じものを復旧するんだっ

たらやらせてやるけども、ちょっとでも良いものにするんだったらやらせねえぞって、こ

ういう馬鹿をやるんですよ。そんなものは人類の歴史に対する反逆であって、あらゆるも

のは壊れちゃったら同じものにする奴はいない。ちょっとはマシにして直すのが当たり前

の根性というものであって、そうすると、メンテナンスの費用だから同じものまでしかや

っちゃいけないよってなった後に発展はないんですよね。 

 そこのところをぜひ、本当に人類史から考えたらメンテナンスというものをもうちょっ

とインプルービングメンテナンスみたいなものも込みにしたものだという理解をやっぱり

ここではした方がいいんじゃないかというふうに、先ほどの話に便乗してちょっと申し上

げました。私からは以上でございます。 

 それじゃあ、ここまでのご発言、前半のことも振り返りつつ、まとめて事務局からお答

えするところがあったらお願いしたいと思います。 

【事務局 勢田事業総括調整官】 時間ですので個々にお答えできないんですけれども、

大きな問題として、今回お示ししたような施策っていうんですかね、対策が市町村に受け

入れられて、実効性のあるものとして５年、１０年後に本当に実っているかどうかという

話の観点で今日お示しした施策についてのご懸念と、それから民間の活用の分野もあるん

じゃないかという委員長からのご示唆もあったというふうに考えております。 

 次回のときにどこまで踏み込めるかわかりませんけど、実際どうやって進めていけるか

についても内部でもう一度検討した中で、そこはもう１回ご相談をさせていただきたいと

いうふうに考えているところです。以上です。 

【家田委員長】 どうもありがとうございました。今日は懇談会ですので私も言いたいこ

と言いましたけど、どうもありがとうございました。 

 それじゃあ、私の司会の部分は以上にさせていただきます。 

【事務局 山内公共事業企画調整課長】 ありがとうございました。事務局からのご連絡

でございますが、本日の資料につきましては後日お届けするということでよろしければ事

務局より郵送させていただきます。その場合には、お名前をお書きの上、机の上に置いた

ままお帰りいただければと思います。本日の議事録につきましては、後日、事務局より各

委員への確認を行った後、ホームページに掲載をさせていただきますのでご了承ください。 

 それでは、最後に総合政策局長よりご挨拶を申し上げます。 

【瀧口総合政策局長】 総合政策局長の瀧口でございます。本日もまた非常に実りあるご

議論、何をしなければならないかということにつきまして非常に実りのあるご議論をいた

だきまして、大変ありがとうございます。 

 １点、私ども国土交通省の状況についてご報告申し上げますと、ご案内のように９月３
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日に内閣改造がございました。これを期に、政府としてのまち・ひと・しごと創生本部と

いうのが発足いたしております。国土交通省、実は今日の昼過ぎに国土交通省としてのま

ち・ひと・しごと創生本部第１回を開催をいたしました。７月末から準備本部ということ

でやっておりまして、概算要求などに向けた当面の対策というのを実はとりまとめたとこ

ろでございますが、政府全体の検討の進捗に合わせまして、まち・ひと・しごと本部を立

ち上げまして、大臣の指導の下、厳しく取り組んでいくと、こういうことになっておりま

す。 

 そういった中で、言うまでもなく１つの私どものまち・ひと・しごとのコンセプトはコ

ンパクト＋ネットワークということでございますが、そのためには既存のインフラをしっ

かり賢く使っていくということが必要でございます。もちろん、その中には撤去すべきも

のもあるだろうとは思いますけれども、こういったあるべき町を考え、ネットワークを考

えて、既存のインフラをしっかり賢く使っていく、あるいは安全にそれがコンパクトのま

ちづくりをするために自然災害で起こらないような、そういったようなインフラを整備を

していくと、こういうところが当然重要であるというふうに考えております。そのために

も、この維持管理という問題は極めて重要であります。 

 併せまして、先ほど来、委員の先生のお話を伺っておりますと、例えば中込委員からは

国民がどういうふうに考えるのかと、市民がどう考えるのかという、こういった周知が重

要であるといったようなこと。人の話だろうと思います。それから、滝沢委員からは発注

する民間がいるのか、あるいは人材がいるのかといった、これは仕事の関係のお話でござ

います。それから、福岡委員からは市町村が元気が出る、そういった仕組みがいいんじゃ

ないかと。今、まさにまち・ひと・しごとで問われているそれぞれの問題はこの分野にも

あるんだなというふうに思った次第でございます。 

 基本的にはそれぞれの管理者がしっかり取り組んでいくということが必要になっていま

す。その中で国が一体何ができるのだと。ただ個々で画一的なものを押し付けても上手く

いきません。おっしゃるとおりです。これはまち・ひと・しごとも全く同じでございまし

て、それぞれの自治体、地域が自分たちの問題としてしっかり考えてもらうということが

必要でございます。 

 この維持管理の問題も全く同じような問題だろうと思います。引き続き、委員の皆様方

のお知恵を拝借しながら意味のある維持管理体制を作ってまいりたいと思っております。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 

【事務局 山内公共事業企画調整課長】 以上をもちまして、第１３回社会資本メンテナ

ンス戦略小委員会を閉会させていただきます。本日は熱心なご議論、誠にありがとうござ

いました。 

 

――了―― 

 


